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所得段階
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第２段階

比率 年間保険料
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・世帯員全員が市民税非課税で、本人の前年中の合計所得金額＋課税年金
　収入額が80万円を超え１２０万円以下の方
・世帯員全員が市民税非課税で、本人の前年中の合計所得金額＋課税年金
　収入額が１２０万円を超える方
・世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、本人の前年中の
　合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の方
・世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、本人の前年中の
　合計所得全額＋課税年金収入額が80万円を超える方
・本人が市民税課税で本人の前年中の合計所得金額が１２０万円未満の方
・本人が市民税課税で本人の前年中の合計所得金額が１２０万円以上
　１９０万円未満の方
・本人が市民税課税で本人の前年中の合計所得金額が１９０万円以上
　２９０万円未満の方
・本人が市民税課税で本人の前年中の合計所得金額が２９０万円以上
　４００万円未満の方
・本人が市民税課税で本人の前年中の合計所得金額が４００万円以上の方

第３段階

第４段階

第９段階

第10段階

対象者
・生活保護を受けている方
・老齢福祉年金の受給者で世帯員全員が市民税非課税の方
・世帯員全員が市民税非課税で、本人の前年中の合計所得金額＋課税年金
　収入額が80万円以下の方
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